
自転車指導啓発重点地区・路線

松原警察署管内

【選定理由】駅付近を通行する道路であり、自転車利用
者・歩行者が多く、自転車関連事故も多発しているため。

府道堺大和高田線

市道我堂一津屋線

【選定理由】市役所、郵便局等主要施設が集中しているため往来が多く、
自転車の安全利用について指導啓発を行う必要があるため

松原市では、自転車が関連する交通事故は
午前７時～９時の間、
午後４時～６時までの間が多く発生しています。

自転車を安全に利用するために・・・

・自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう。
・自転車は車の仲間です。
原則車道の左側を走らなければなりません。
・スマホ等を操作しながらの運転は危険です。


